
書式第 12号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度  事 業 報 ―ト ー■

Lニコ

」螢土菫]聾ユ漫堕製壁豊量ヒ

1 事業の成果

定款に定める以下の事業を計画通り実施した。
(1)研究・調査の実施
(2)研究報告大会・講演会の開催
(3)ホームページ等による世界への情報発信
(4)機関誌・学会誌 0図書の発行

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【208】 千円)

(2)その他の事業

該当なし

定款に記載
された事業名 事業内容 日時 場所

従事者
人数

受益対象者
範囲

受益対象
者人数

事業費
(千円)

1.

研究・調査の

実施

経営診断事業 :中
堅企業を対象とし
たサステイナブル
経営のあるべき姿
の提案、到達度合
いの評価・診断

2020年 4月
ハV20211「 3

月

オンライン
開催、企業
サイ ト

15名
企業経営
者、環境C
SR担当者

50名 102

調査研究事業 :サス
テイナブル経営研
究委員会等の研究
委員会活動

2020年 4月
～2021 4Fi 3

月

オンライン
開催

25名
企業経営
者、経営企
画、環境C
SR担当者

100名 0

2.

研究報告大会

講演会の開催

2020年度研究報告
大会 :学会員の研
究成果を公開の場
で発表する全国規
模の年間最大行事
(大阪)

2020年 11月
20、  21日

オンライ ン
開催

20名
学会会員、
公募による
一般参加者

40名 0

3.

ホームページ

等による世界
への情報発信

ホームページ及び
学会からのメール
マガジンを通 じた
学会活動及び関連
情報の発信

通期 学会 P 10名
碁 △ △ 昌
f==貝
一 般 市 民

500名 0

4.
機 関誌・ 学会
誌 0図書の発行

と し

て

ン ド印刷頒布

2021年 3月
発行予定で
あったが コ
ロナ禍 によ
り、2021生F5
月発行

学会事務
所、大学研
究室等
学会 Pにて
公開

20名 学会会員
一般読者

220名 106



書式第 13号 (法第28条関係)

令和 2年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業が上⊇場合)

一
８８

３

650,

000,

345,

21,

費

消耗品費
・雑費その他

地代家賃

雑費その他
原価償却費

・保険料
管理諸費

1,144,

68,

26,

310,

19,

57,

82,

117,672
578,602

A

回 疋 資 産 死 却 蚕

過年度損益修正益

6_626_988



書式第 15号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 2年度 貸借対照表

睡 l |三 | 金  額 小 計・ 合 計

現金預金
未収全
前払費用

什器備品

ソフトウェア
借地権

敷金

長期貸付金

8,365,294
20,000
88,000

・
 8.473.294

- 1 : il   ‐

160,000

【A】 資 産 合 計 ①+② 8,633,294

ヨⅢ… ■ の  薔

未払金
会費前受金

預 り金

‐甲‐ユ‐――‐甲―‐――‐

141,685
40,000
8,750

:FI:】【「 1

長期借入金
退職給付引当金

Fllコ .1目 ・ 0
:計 0+④ i r10月【

“

|

____二 ■」L

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 8,633.294



16 28

令和 2年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 職境経営学会

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2011年 11月 20日 一部改正 NPO法人会計基準協議会)

によっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし

(3)引 当金の計上基準
該当なし

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
大学や企業の会議室を無償にて提供を受けた場合、特段の会計処理はしてお りません。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事業別損益の状況

科 目

研究 。調査事業

a/vy
〈
バ

ム
経営診断

気候変動適 l環境経営コ

応に関する !ンサル普及
調査研究 l 調査

管理部門

1,915,000
380,000

3,017,200

46

1,569,782

1.569.782

26,400

68,070
578,602
82,546

1,144,000
117,672

310,200
19,000

57_674

2.404_164

合計

1,915,000
380,000

3,017,200
525,200

46

1,569,782
110_000

1,679,782

26,400
63,550
1,200

81,624

19,000

65.986

８

７

０

７

０

４

６

０

６

２

７

４

４

７

０

８

８

４

１

１

2.501.788

I 経常収益
1・ 受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益

経常収益計

Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当

臨時雇賃金

人件費計
(2)そ の他経費

業務委託費
諸謝金

図書研究費
印刷製本費
会議 (会場)費

旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
賃貸料
水道光熱費
管理諸費
保険料

雑費その他

その他経費計

経常費用計

当期経常増減額

525,200

4_181.570

510000 15,200

510000 15.200 525,200

30.000 80.000 110,000

30.000 80.000 110.000

１７
∞
５４
７０
２８

６

２

５

７

１

９

１

３

７

２

7.597

1,1

63,550
1,200

13,554

8,880
2,128

8,312

71.866 97.624

101.866 207,624: 3,973,946

408.134

3 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当なし



4 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は6,786,983円 ですが、そのうち1∞,0∞円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は6,686,983円 です。

5.固 定資産の増減内訳

6.借入金の増減内訳
該当なし

７

・

（０

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通 りです。
該当なし

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な
事項

事業費と管理費の技分方法

按分していない

その他の事業に係る資産の状況

該当なし

内 容 【席甚ヨ

100,000
0

100,000
0

三井物産助成金
会員からの寄付金

合 計 100.000 ｎ

Ｖ 100.000

海士町プロジェク トに限定

~~爾
百

~~
EπヨIIIII輌

|

:

1∞
'°

001 0 160, 160,000

160,0001 0 【:】O1  160.0001 160.000合 計

投資その他の資産
敷金



書式第 17号 (法第28条関係) 事 業 報 告 用

令和 2年度 財産 銀

現金預金 8,365,

手元現金
三菱U
西武信

FJ銀行普通預金
用金庫普通預金

適応・環境環境経営事業未収金
前払費用

4月 分家賃

20,000

88,000
88,000

車両運搬具
事業用車両

パ ソコン

ソ フ ウェア
オペ レーションシステム

文書編集ソフ ト

○○市事業所

敷金
加島ビル

160,000
160,000

○○銀行

【A】 資 産 合 計 ①+② 8,633,294

LEP l_1____1ユ __ニコE___」 !.11

未払金
3月 分給与等

前受金
令和 3年度会費 4名

り

源泉徴収税

141,685

40,000

8,750

長期借入金
○○銀行借入金

□員

【B-1】 負 債 合 計 ③十④ 190,435

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 8,442,859



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 2年度年間役員名簿
〈前事業年度において役員であつたことがある全員の

氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前

事業年度における報目の有無を記載した名簿)

儘製饉型車盤△二塑壁壁室_

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□ 各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬 を受けた期間

(該当者のみに記入)
氏   名

/~ヽ

電肇
"監

事
(ゴ トウトシヒコ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年 月 日後藤 敏彦

ｎ
∠ 〇

・監事
(イノウエ ナオユキ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日井上 尚之

０
０ 《憂〉監事

(オカモトキョウシ
゛
) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月 日

日年 月岡本 享二

∠
‘ 〇・監事 (カワムラサヒコ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日川村 雅彦

ｒ
Ｏ G。 監事

(ハナタ
゛
 マリコ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月 日

日年 月花田 員理子

6
′
~ヽ

熊豊多・監事
(マエカフ トウイチロウ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年1  月   日前川 統一郎

7 o・監事 (ムライ ヒテ
゛
キ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年 月

月

日

日年村井 秀樹

8
⌒

聾ヽ■監事
(アオキ シュウソ

゛
ウ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日青木 修三

9 〇
・監事

(イ トウ ヨシノリ)
令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年1  月   日

年  月  日伊藤 由宣

10 ①
。監事

(オオカワヨシロ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日大河 喜彦



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

11 〇・監事 (キマタ ノフ
゛
ユキ)

木俣 信行

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年:  月   日

12 ① ・監事
(キムラ ノリアキ)

木村 則昭

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

13 (憂>監事
(クノリ ノリヤス)

九里 徳泰

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

14 唾⊃・監事
(クロタ

゛
 クニオ)

黒田 邦夫

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年 月

月

日

日年

15 (憂>監事
(コクフ

゛
カツヒコ)

國部 克彦

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年 月 日

16 〇 ・監事
(シラトリカス

゛
ヒコ)

自鳥 和彦

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

17 ○ ][ヨ
(スス

゛
キ ヨウキ)

鈴木 幸毅

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月 日

日年 月

18 (肇卜監事
( スス

゛
キ ミチヒコ)

鈴木 道彦

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年   月   日

年  月  日

19 〇 ・監事

(スヤマ ヒロミ)

巣山 廣美

令和 2年 5月 30日

令和 3年 3月 31日

年 月

月

日

日年

20
ノ´｀

Ч聖多力監事
(タケ′ヽラ マサアツ)

竹原 正篤

令和 2年 5月 ∞日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

21
′
~ヽ

理晏レ監事
(タンケ

゛
 ヒロフ

゛
ミ)

丹下 博文

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

22 唾亘)。 監事
(ト ヨス

゛
ミ トモミ)

豊澄 智己

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

23
′
~ヽ

便野
"監

事
(ナカ

゛
勅 タグシ)

長岡 正

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年 月

月

日

日年

24 〇 ・監事
(ナカムラハルナカ)・

中村 晴永

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年 月 ヨ

25 〇
・監事

(ノセカ
゛
ワナオヤ)

長谷川 直哉

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

月年 ヨ



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

26 ○
・監事

(ヒロセ チュウイチロウ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年 月

月

日

年 日廣瀬 忠一郎

27 ① ・監事
(ミヤサ

゛
キ ノフユ゙キ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年 月

月

日

日年宮崎 修行

28 〇 R[コ
(ミヤサ

゛
キ マサヒロ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日宮崎 正浩

29
′
~ヽ

建りⅢ監事
(ヤキ

゛
 シュンスケ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年 月

月

日

年 日人木 俊輔

30
′
~ヽ

Qり|・ 監事
(ヤマフ

゛
キ ヨシヒコ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年 月 日山吹 善彦

31 ① ・監事
(ヤマモト イサム) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日山本 勇

32
⌒

理事 氏選ヨν
(ムラカミ モトム) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年 月

月

日

日年村上 亘

33 理事。GD
(ヤマシタヨウシロ゙ウ) 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日山下 洋二郎

34 理事 。監事

年 月 日

年 月 日

年 月

月

日

日年

35 理事 。監事

年 月 日

年 月 日

年  月  日

年 月 日

36 理事・監事

年 月 日

年 月 日

年  月  日

年  月  日

37 理事 。監事

年 月 日

年 月 日

年  月  日

年 月 日

38 理事・監事

年 月 日

年  月 日

年  月  日

年  月  日

39 理事 。監事

年 月

月

日

年 日

年  月  日

年  月  日



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

氏   名

後藤 敏彦

2 岡本 享二

3 川村 雅彦

4 花田 員理子

5 前川 統一郎

6 村井 秀樹

7 青木 修三

曰 大河 喜彦

ロ 鈴木 道彦

10 中村 晴永

11 宮崎 正浩

12 山下 洋二郎


